
金
滞
古
蹟
志
巻
十
五

し
、
彼
是
致
し
漸
く
人
数
引
取
り
け
り
。
使
番
定
の
黒
母
衣
掛
け
て

居
け
る
鹿
1

織
地
に
打
ぬ
か
れ
、
母
衣
も
す
だ
れ
の
ご
と
く
に
成
り

た
り
と
い
へ
ど
も
、
仕
合
せ
に
て
共
身
銭
焔
に
は
づ
れ
玉
も
中
ら

占
1
0

共
時
の
振
殊
の
外
宜
し
く
と
、
後
々
・
ま
で
も
被
v
仰
御
感
被
v
遊
た

1

り
と
、
享
保
七
年
正
月
十
五
日
之
夜
御
意
也
。
と
あ
り
。
叉
有
海
永

貞
の
古
兵
談
磁
嚢
集
に
、
利
常
卿
御
在
世
後
に
は
坂
井
県
右
衛
門
・

杉
浦
仁
右
衛
門
只
二
人
た
ら
で
足
軽
頭
無
v
之
、
足
艇
も
二
百
許
た
ら

で
無
之
由
。
是
は
大
坂
に
て
足
麗
は
用
に
不
v
立
と
の
御
意
あ
る
ゆ
ゑ

・
な
り
。
伊
達
政
宗
は
足
騒
を
多
〈
持
ち
、
大
坂
に
て
も
用
に
立
ち
し

と
い
ふ
。
然
ら
ぽ
名
絡
に
て
も
共
の
用
の
試
み
知
り
給
ふ
慮
に
依
り

て
、
共
心
得
逮
ひ
あ
る
事
欺
。
と
い
へ
り
。
可
観
小
説
に
‘
瑞
龍
公

.
の
御
代
持
筒
足
軽
二
組
有
v
之
。
共
頃
本
庄
主
馬
・
河
原
兵
庫
共
頭
を

勤
め
た
り
。
一
組
百
人
宛
に
て
、
一
人
に
三
拾
五
俵
宛
被
v
下
、
小
頭

は
五
拾
俵
被
v
下
。
御
徒
者
よ
り
列
も
上
た
り
。
然
る
を
微
妙
公
の
時

持
筒
組
を
止
め
ら
れ
、
共
足
騒
残
ら
や
御
先
手
に
被
v
成
、
二
拾
丸
俵

宛
被
v
下
。
依
v
之
御
断
申
上
御
暇
願
ふ
も
の
は
、
願
の
通
り
限
被
v
下。

此
時
御
先
手
足
騒
八
拾
六
組
に
被
a
仰
付
吋
先
年
御
噂
有
v
之
節
、
足
軽
・

市
崎
小
平
費
え
罷
在

p
.
委
細
申
上
ぐ
。
と
あ
り
。
湯
溜
進
良
の
足

僚
に
記
載
す
O

O
十
九
間
町

此
の
町
名
今
は
絶
え
た
り
。
従
前
は
十
三
間
町
の
入
口
、
犀
川
橋
の

方
河
原
町
・
大
ヱ
町
の
出
口
漣
を
ぽ
十
九
間
町
と
稿
す
。
韓
国
会
年

踏
に
、
事
保
十
八
年
凶
月
廿
六
日
摩
川
川
除
町
よ
り
出
火
.
十
九
間

町
五
十
八
軒
、
十
三
間
町
十
八
軒
、
叉
十
三
間
町
五
軒
競
失
。
と
あ

り
。
袋
異
記
に
は
、
停
馬
町
後
饗
智
院
議
小
家
よ
り
出
火
、
木
倉
町
・

出
大
工
町
・
古
寺
町
・
河
南
町
・
河
原
町
J

大
工
町
・
十
九
間
町
、
十
三

間
町
は
一
向
宗
妙
源
寺
下
隣
迄
焼
失
、
妙
源
寺
は
無
難
。
と
あ
り
。
往

古
は
此
の
地
法
人
家
甚
だ
些
少
に
て
、
十
九
間
町
は
戸
数
十
九
戸
、

十
三
間
町
は
十
三
戸
あ
り
て
、
十
九
関
町
と
十
三
間
町
と
の
聞
は
、

盆
地
た
り
し
ゅ
ゑ
南
町
に
分
ち
、
町
名
を
建
て
た
る
も
の
た
る
べ
し

と
い
へ
り
。
然
る
に
今
は
雨
町
立
連
り
‘
一
町
の
如
く
成
り
た
り
し

ゅ
ゑ
に
、
明
治
四
年
四
月
戸
籍
編
成
に
付
.
町
名
取
調
理
の
時
十
九

関
町
の
稀
を
厳
し
‘
十
三
間
町
へ
屈
せ
し
め
た
り
。
但
し
そ
れ
よ
り

以
前
も
世
人
十
三
間
町
と
も
呼
ぺ
り
。

。
十
三
間
町

元
総
九
年
の
地
子
町
肝
煎
裁
許
附
に
、
十
九
関
町
・
十
三
間
町
。
と
並

金
滞
古
蹴
志
血
管
十
五

一占ハ

髄
組
宛
行
減
少
考
笠
宮
ふ
。
先
筒
頭
悶
漣
判
五
兵
衛
組
足
艦
大
屋
彦

太
郎
由
緒
幌
を
考
ふ
る
に
、
高
徳
公
越
前
府
中
に
て
錦
地
之
者
五
十

人
外
小
頭
五
人
召
抱
え
ら
れ
、
越
前
本
保
村
に
て
一
人
凶
拾
石
二
斗

宛
被
v
下
‘
小
塚
藤
右
衛
門
へ
預
け
ら
れ
、
藤
右
衛
門
死
後
小
塚
様
太

夫
へ
預
け
ら
れ
、
機
太
夫
死
後
小
塚
淡
路
へ
預
け
ら
る
L
慮
、
元
和

四
年
一
統
の
給
地
召
上
げ
ら
れ
、
小
頭
へ
は
切
米
五
拾
八
依
被
v
下、

共
内
に
て
小
者
一
人
召
抱
え
、
平
生
は
普
荷
台
所
へ
指
出
し
、
御
用

需
品
相
勤
-
置
、
地
・
他
聞
右
小
頭
御
用
相
勤
候
節
は
、
引
揚
げ
召
連
れ

け
か
o
共
節
よ
り
御
先
筒
足
駆
と
申
す
名
目
也
。
右
平
足
鰻
に
は
こ

拾
九
俵
被
昌
下
置
↓
夫
よ
り
村
上
盟
前
組
と
成
り
1

共
以
後
宮
木
采
女

組
と
成
り
、
寛
永
十
二
年
に
右
小
者
米
拾
三
俵
召
上
げ
ら
れ
、
小
頭

三
拾
五
俵
に
成
り
、
家
来
小
者
は
御
貸
人
渡
る
趣
に
成
り
た
り
。
さ

て
寛
文
七
年
小
堀
孫
兵
衛
組
に
成
り
、
同
九
年
切
米
二
拾
九
俵
被
v

下
、
実
和
二
年
野
村
七
兵
衛
組
へ
抱
え
ら
れ
し
時
二
拾
俵
被
v
下
。
是

よ
り
先
手
物
頭
組
足
範
宛
行
二
拾
俵
、
小
頭
は
三
拾
俵
に
相
成
る
。

と
あ
り
。
右
大
屋
彦
太
郎
由
緒
帳
に
よ
り
て
考
へ
た
る
注
り
と
い
へ

ど
も
、
鏑
り
彦
太
郎
が
由
緒
の
み
怠
ら
宇
。
芝
原
牟
助
・
野
村
藤
七
・

井
上
吉
平
等
の
由
緒
幌
に
も
同
様
載
せ
た
り
。
倫
三
枇
五
十
人
町
の

び
載
せ
た
り
。
園
事
昌
披
問
答
に
も
、
大
ヱ
町
・
十
九
間
町
・
十
三
間

町
。
と
あ
り
て
、
昔
は
十
九
間
町
の
濁
り
筋
を
の
み
十
三
間
町
と
mm
し

た
れ
ど
、
今
は
共
の
裏
町
ま
で
も
都
て
十
三
間
町
と
稀
し
、
共
の
戸

数
数
十
戸
陀
及
ぺ
り
。
此
の
町
名
は
十
間
町
或
は
三
開
港
な
ど
の
町

名
と
同
じ
く
、
も
と
は
町
内
の
戸
数
に
操
っ
て
呼
ぴ
た
る
な
れ
ば
.

十
九
軒
町
・
十
三
軒
町
と
書
く
べ
き
事
也
と
い
へ
り
。
此
の
設
さ
も

あ
る
ぺ
〈
先
ゆ
。

円
占
晶
可
』

。
十
三
間
町
妙
源
町

東
方
民
宗
道
場
注
り
。
由
来
書
に
、
営
寺
草
創
寛
永
十
七
年
也
。
開

基
借
貸
警
は
、
加
賀
闘
能
美
郡
小
松
寺
町
提
言
宗
良
行
寺
の
住
倫
た

る
底
、
文
明
元
年
本
願
寺
第
八
世
蓮
如
上
人
民
蹄
依
し
、
迭
に
改
宗

し
て
弟
子
と
成
り
た
り
。
然
る
に
寛
永
十
七
年
金
棒
へ
移
縛
し
て
、

今
の
寺
地
K
建
立
し
‘
寺
鋭
を
本
願
寺
へ
申
立
て
‘
更
に
妙
源
寺
と

授
け
ら
れ
た
り
と
。
但
し
萄
記
等
停
来
無
v
之
.
僅
に
停
承
す
る
而
己

ιい
へ
り
。

O
能

登

町

元
総
丸
年
の
地
子
町
肝
煎
裁
許
附
に
、
十
三
間
町
の
次
に
能
登
町
を

載
せ
た
り
。
此
の
町
名
今
一
は
絶
え
た
る
故
に
欝
か
令
ら
・
?
。
十
三
間

七




